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キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社 

自 令和 3年 4月 1日 

至 令和 4年 3月 31日 
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連 結 貸 借 対 照 表 

（令和4年 3月 31日現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流 動 資 産 2,755,285 流 動 負 債 1,384,202 

 現 金 ・ 預 金 1,158,831  ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 2,747 

 預 託 金 970,000   商 品 有 価 証 券 等 － 

 ト レ ー デ ィ ン グ 商 品 96,217   デ リ バ テ ィ ブ 取 引 2,747 

  商 品 有 価 証 券 等 96,217  約 定 見 返 勘 定 － 

  デ リ バテ ィブ 取引 －  信 用 取 引 負 債 157,541 

 営 業 投 資 有 価 証 券 6,443   信 用 取 引 借 入 金 157,541 

 約 定 見 返 勘 定 68,462   信用取引貸証券受入金 － 

 信 用 取 引 資 産 157,541  預 り 金 908,075 

  信 用 取 引 貸 付 金 157,541  受 入 保 証 金 9,363 

  信用取引借証券担保金 －  有価証券等受入未了勘定 24,046 

 立 替 金 4,661  未 払 金 33,886 

 短 期 差 入 保 証 金 85,699  未 払 費 用 169,494 

 前 払 費 用 14,986  未 払 法 人 税 等 57,770 

 未 収 入 金 330  賞 与 引 当 金 10,374 

 未 収 収 益 191,739  リ ー ス 債 務 6,960 

 そ の 他 流 動 資 産 370  そ の 他 の 流 動 負 債 3,942 

      

固 定 資 産 93,737 固 定 負 債 311,703 

 有 形 固 定 資 産 40,249  退 職 給 付 に 係 る 負 債 285,255 

  建        物 21,163  資 産 除 去 債 務 12,183 

  器 具 ・ 備 品 2,694  繰 延 税 金 負 債 1,956 

  リ ー ス 資 産 16,391  リ ー ス 債 務 12,308 

 無 形 固 定 資 産 4,090    

  ソ フ ト ウ ェ ア 3,041 特  別  法  上  の  準  備  金 5,633 

  リ ー ス 資 産 996  金融商品取引責任準備金 5,633 

  そ の 他 52    

    負債合計 1,701,539 

 投 資 そ の 他 の 資 産 49,397 純資産の部 

  投 資 有 価 証 券 9,779 株 主 資 本 1,145,518 

  出 資 金 2,472  資 本 金 1,000,000 

  関 係 会 社 出 資 金 1,673  資 本 剰 余 金 － 

  長 期 差 入 保 証 金 35,327  利 益 剰 余 金 145,518 

  長 期 前 払 費 用 145    

    その他の包括利益累計額 1,964 

     その他有価証券評価差額金  1,964 

      

   純資産合計 1,147,482 

資産合計 2,849,022 負債・純資産合計 2,849,022 
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連 結 損 益 計 算 書 

 

（単位：千円） 

科 目 金 額 

 営 業 収 益   2,168,353 

  受 入 手 数 料  1,713,338  

  ト レ ー デ ィ ン グ 損 益  444,593  

  金 融 収 益  10,421  

 金 融 費 用   5,214 

純 営 業 収 益  2,163,138 

 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費   1,948,695 

  取 引 関 係 費  677,286  

  人 件 費  987,785  

  不 動 産 関 係 費  93,373  

  事 務 費  104,244  

  減 価 償 却 費  22,057  

  租 税 公 課  35,271  

  その他の販売費・一般管理費  28,677  

営 業 利 益  214,443 

 営 業 外 収 益   2,944 

  為 替 差 益  1,255  

  受 取 利 息  5  

  そ の 他  1,684  

 営 業 外 費 用   293 

  支 払 利 息  36  

  そ の 他  256  

経 常 利 益  217,094 

 特 別 利 益    － 

 特 別 損 失   13,173 

  固 定 資 産 除 却 損  19  

  訴 訟 関 連 費 用  13,154  

税金等調整前当期純利益  203,920 

法人税、住民税及び事業税  43,539 

法人税等調整額  △260 

当 期 純 利 益  160,642 

親会社株主に帰属する当期純利益  160,642 

 

 

 

 

 

自 令和  3年 4月 1日 

至 令和  4年 3月 31日 
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

           （単位：千円） 

 

株主資本 その他の包括利益累計額  

 

 

純資産合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本合

計 

 

その他有価

証券差額金 

 

 

 

その他の包

括利益累計

額合計 

当期首 

残高 
1,000,000 21,184 113,692 ― 

 

1,134,876 

 

 

1,541 

 

1，541 

 

1,136,418 

自己株

式の取

得 

― ― ― △150,000 △150,000 

 

― 

 

― 

 

△150,000 

自己株

式の消

却 

― △150,000 ― 150,000 ― 

 

― 

 

― 

 

― 

利益剰

余金か

ら資本

剰余金

への振

替 

― 128,815 △128,815 ― ― ― ― ― 

親会社

株主に

帰属す

る当期 

純利益 

― ― 160,642 ― 160,642 ― ― 160,642 

株主資

本以外

の項目

の当期

変動額

(純額) 

― ― ― ― ― 422 422 422 

当期 

変動額

計 

― △21,184 31,826 ― 

 

10,642 

 

 

422 

 

422 

 

△36,501 

当期末 

残高 
1,000,000 ― 145,518 ― 

 

1,145,518 

 

 

1,964 

 

1,964 

 

1,147,482 

 

自 令和 3年 4月 1日 

至 令和 4年 3月 31日 
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連 結 注 記 表 

 

当社及び連結子会社の連結計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基

づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）、及び「有価証券関連業

経理の統一に関する規則」（昭和49年 11月 14日日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成して

おります。 

 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】 

1. 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称 

  連結子会社の数 4社 

  連結子会社の名称 

  キャピタル・パートナーズ証券株式会社、キャピタル アセットマネジメント株式会

社、キャピタルエイシア・インベストメント株式会社、キャピタル フィナンシャル

アドバイザーズ株式会社 

上記のうち、キャピタル フィナンシャルアドバイザーズ株式会社については、当連

結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

 (2） 非連結子会社の名称等 

  Capital Partners Vietnam Consulting Company Limited、Japan Vietnam Research 

Company Limited 

  連結の範囲から除いた理由 

  非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要

な影響を及ぼしていないためであります。 

   

2. 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 

  会社の名称 

  （非連結子会社） 

  Capital Partners Vietnam Consulting Company Limited、Japan Vietnam Research 

Company Limited 

  持分法を適用していない理由 

  持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼ

す影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。 

   

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

   

4. 会計方針に関する事項 

 (1) トレーディング商品に属する有価証券（売買目的有価証券）等の評価基準及び評価方

法 

  トレーディング商品に属する有価証券、デリバティブ取引、並びに営業投資有価証券

等については、時価法を採用しております。 
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 (2) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び評価方法 

  ① 市場価格のない株式等以外のもの 

時価法を採用しております（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）。 

  ② 市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。なお、投資事業有限責任組合等へ

の出資については、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

    

 (3) 固定資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。ただし、連結子会社のうち 1 社は平成 28 年 4 月 1

日以降に取得する建物附属設備以外の有形固定資産について定率法を採用して

おります。 

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（5年以内）に基づいております。 

  ③ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

    

 (4) 引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上することとしております。 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。 

   

 (5) 収益及び費用の計上基準 

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年 3月 31日）及び「収益

認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年 3 月 26

日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該

財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。当

社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、「収益認

識に関する注記」に記載のとおりであります。 

  

 (6) 退職給付に係る会計処理の方法 

  当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用してお

ります。 

   

 (7) 金融商品取引責任準備金 

  証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第 46 条の 5 に基づき、金融商品

取引業等に関する内閣府令第 175 条に定めるところにより算出した額を計上してお

ります。 

  

 (8) 消費税等の会計処理方法 
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税抜方式によっております。 

   

 (9) 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

処理しております。 

  

 (10) 連結納税制度の適用 

  キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社を連結納税親会社とする連結

納税制度を適用しております。 

  

 (11) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

   当社及び連結子会社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移

行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律

第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移

行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度から

グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告

第39号 2020年 3月 31日）第 3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018 年 2月 16日）第 44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいてお

ります。 

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及

び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算

制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021

年 8月 12日）を適用する予定であります。 

 

（会計方針の変更） 

 （収益認識に関する会計基準） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年 3月 31日）等を当連結会計年

度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

   なお、財務諸表に与える影響はありません。 

 （時価算定に関する会計基準） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会

計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金

融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年 7月 4日）第44-2 項に定める経過

的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用

することとしております。 

   なお、財務諸表に与える影響はありません。 

 

【連結貸借対照表に関する注記】 

1. 担保に供している資産   預金 50,000 千円 

上記の資産に銀行取引に係る根担保が設定されておりますが、当連結会計年度末現在対応する

債務はありません。 

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額     90,543 千円 

 

3. 差入有価証券等 
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（１） 差入れている有価証券等の時価額 

信用取引貸証券  －千円 

信用取引借入金の本担保証券 134,727千円 

差入保証金代用有価証券 90,927千円 

 

（２） 差入れを受けている有価証券の時価額 

信用取引借証券 －千円 

信用取引貸付金の本担保証券 134,727千円 

受入保証金代用有価証券 110,119千円 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度

期首株式数 

当連結会計年度

増加株式数 

当連結会計年度

減少株式数 

当連結会計年度

期末株式数 

発行済株式     

普通株式 132,894株 ― 30,000 株 102,894株 

自己株式     

普通株式 ― 30,000 株 30,000 株 ― 

    （注）1.普通株式の発行済株式及び自己株式の株式数の減少 30,000 株は、取締役会決議に基づ

く自己株式の消却によるものであります。 

       2.普通株式の自己株式の株式数の増加 30,000 株は、株主総会決議に基づく自己株式の取

得によるものであります。 

 

【金融商品に関する注記】 

1. 金融商品の状況に関する事項   

 (1) 金融商品に対する取組方針 

 当社及び連結子会社は、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け

及び売出し、有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い、並びにその他の有価証券関連

業等の金融商品取引業を行っております。 

これらの事業を行うため、当社及び連結子会社では主に自己資金によっております。 

資金運用については短期的な預金等のほか、顧客の資金運用やリスクヘッジなどの

ニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保す

るためのトレーディング業務等を行っております。 

 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社及び連結子会社が保有する金融商品は、主に事業資金に充てるための現金・預

金、法令に基づき外部金融機関に信託する顧客分別金信託であり、預金や顧客分別金信

託は預入先の信用リスクに晒されておりますが、取引相手先はいずれも信用度の高い

銀行であるため、相手方の債務不履行による信用リスクはほとんどないと判断してお

ります。 

信用取引貸付金は顧客の運用ニーズに対応するための短期貸付金であり、顧客の信

用リスクに晒されております。 

 また、自己の計算に基づき保有する商品有価証券及び投資有価証券は、主に株式、債

券等であり、商品有価証券については顧客の資金運用やリスクヘッジなどのさまざま

なニーズに対応するための顧客との取引、及び自己の計算に基づき会社の利益を確保

するための取引等のトレーディング業務のために保有し、投資有価証券については事

業推進目的等で保有しているものがあります。これらは、それぞれ発行体の信用リス
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ク、金利の変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。 

 

 (3) 金融商品に係るリスク管理体制  

  ① 信用リスクの管理 

当社及び連結子会社の信用リスクの管理については、リスク管理規程に則り行って

おり、特定の業種・企業・グループ等への与信集中を排除し、リスク分散と適度なリター

ンの確保に努めております。また、個別与信先の信用力、事業内容及び成長性等を総合

的に斟酌した与信管理を徹底しております。具体的には、信用取引に関する与信管理を

営業総務部、コンプライアンス部で日々行っているほか、総合企画部でも取引先等の信

用リスクに関して、必要に応じて経営陣に報告するなどして管理しております。 

 

  ② 市場リスクの管理 

当社及び連結子会社の市場リスクの管理については、リスク管理規程に則り行って

おり、株価、金利、外国為替相場等の変動を適切に認識し、リスクのコントロールと収

益の安定的な確保に努めております。主として顧客との取引から発生するトレーディ

ング業務に関する有価証券については、リスク管理方針等に則した社内規程に基づき、

取引を行う部門毎及び商品毎に許容可能なリスク量（ポジション枠）を予め定めるとと

もに、ロスカット基準などを設けたうえで、運用環境、当社財務状況等を勘案し、運用

枠等の見直しを図っております。 

 

 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場

価格のない株式等及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指

針」（以下、「時価算定適用指針」という。）第 27 項に従い経過措置を適用した組合出資金等

については、表には含めておりません（（注2）参照）。また、現金は注記を省略しており、預

金、預託金、約定見返勘定、信用取引資産、立替金、短期差入保証金、未収入金、未収収益、

信用取引負債、預り金、受入保証金、有価証券等受入未了勘定、未払金、未払費用、未払法人

税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しており

ます。 

 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

商品有価証券等 96,217 96,217 － 

営業投資有価証券 6,443 6,443 － 

投資有価証券 1,708 1,708 － 

長期差入保証金 35,327 35,169 △158 

資産合計 139,696 139,537 △158 

リース債務 19,269 19,196 △72 

負債合計 19,269 19,196 △72 

デリバティブ取引 (2,747) (2,747) － 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、()で示しております。 
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 (注１) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。 

   レベル1の時価: 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算

定した時価 

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使

用して算定した時価 

   レベル 3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。 

 

商品有価証券等、営業投資有価証券、投資有価証券 

商品有価証券等、営業投資有価証券、投資有価証券については、活発な市場における無調整

の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこ

れに含まれます。 

公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2 の時価に分類し

ております。主に地方債、社債がこれに含まれます。 

相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技

法を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用し

ており、インプットには、TIBOR、国債利回り、期限前返済率、信用スプレッド、倒産確率、倒

産時の損失率等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合

には、レベル3の時価に分類しております。 

なお、投資信託については、基準価額または基準価額に準じた価額を時価としております。

ただし、レベルの分類については、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、レベ

ルを付しておりません。 

  

長期差入保証金 

長期差入保証金の時価は、その将来のキャッシュ・フローと、返還までの期間及び国債の利

回り等適切な利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しており

ます。 

 

リース債務 

リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利

率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。 

 

  デリバティブ取引 

    外国為替証拠金取引の時価は、外国為替証拠金取引契約を締結している会社から提示された

時価によっており、レベル2の時価に分類しております。 
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(注２) 市場価格のない株式等及び組合出資金等  

(単位：千円) 

区  分 連結貸借対照表計上額 

出資金 2,472 

関係会社出資金 1,673 

投資事業有限責任組合出資金 5,102 

匿名組合出資金 2,968 

 

 

【収益認識に関する注記】 

  収益を理解するための基礎となる情報 

  当社では、主な収益を以下のとおり認識しております。 

 

 「委託手数料」においては、顧客と締結した取引約款・規定等に基づいて、売買執行等する履行

義務を負っております。当該履行義務は、当社が注文を執行する都度充足されることから、約定

時点（一時点）で収益を認識しております。通常の支払期限について、履行義務の充足時点である

約定日から概ね数営業日以内に支払を受けております。 

 

 「募集・売出し・特定投資家向け勧誘等の取扱手数料」においては、募集申込が完了した時点で

履行義務が充足されることから、当該業務の完了時点（一時点）で収益を認識しております。通常

の支払期限について、履行義務の充足時点である募集等申込日から払込日又は受渡日等までに支

払を受けております。 

 

 「その他の受入手数料」には、様々なサービスに係る受入手数料が含まれておりますが、主な受

入手数料は「代理事務手数料」「私募取扱手数料」「委託者報酬」「運用受託報酬」となります。 

 

「代理事務手数料」においては、主に投信委託会社等との契約に基づき、募集・販売の取扱い等

に関する代理事務を履行する義務を負っております。取引価格は投資信託の純資産等を参照して

算定されます。当履行義務は、当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消さ

れるため、一定期間にわたり収益を認識しております。通常の支払期限について、多くの場合、

投資信託の決算日後から数営業日以内に支払を受けております。 

 

「私募取扱手数料」においては、主に匿名組合等との契約に基づき、金融商品の組成に係る事務

を履行する義務を負っております。当該手数料においては、事務サービス提供完了時（一時点）

に収益を認識しております。通常の支払期限について、サービス提供完了日が属する月の翌月ま

でに支払を受けております。 

 

「委託者報酬」においては、主に投資信託の管理・運用を履行する義務を負っています。委託

者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として認識され、運

用期間にわたり収益として認識しております。通常の支払期限について、確定した報酬を投資信

託によって月次、年４回、年２回、もしくは年１回支払を受けております。 

また、成功報酬は、投資信託の信託約款に基づき、対象となるファンドの特定のベンチマーク

を超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われることが

確定した時点で収益として認識しております。 
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「運用受託報酬」においては、主に対象顧客との投資一任契約に基づき、資産配分及び投資商

品の売買判断と執行を履行する義務を負っています。当該報酬は日々の純資産に対する一定割合

もしくは月末純資産価額に対する一定割合として認識され、対象口座の運用期間にわたり収益と

して認識しております。通常の支払期限について、確定した報酬を対象口座によって月次もしく

は年２回受取ります。 

また、成功報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、対象となる運用資産の特定のベンチ

マークを超える超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われる

ことが確定した時点で収益として認識しております。 

 

 

 

 

 

【1株当たり情報に関する注記】 

1 株当たり純資産額 11,152 円 08 銭 

1株当たり当期純利益 1,415 円 99 銭 

 

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 期 純 利 益 金 額 160,642千円 

普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ― 千円 

普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 金 額 160,642千円 

普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 113,448株 
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連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

（自 令和 2 年 4 月 1 日 

 至 令和 3 年 3 月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 令和 3 年 4 月 1 日 

 至 令和 4 年 3 月 31 日） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 

減価償却費 

賞与引当金の増減額（△は減少） 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 

受取利息配当金 

支払利息 

固定資産除却損 

為替差益 

預託金の増減額（△は増加） 

トレーディング商品の増減額（△は増加） 

営業投資有価証券（資産）の増減額（△は増加） 

約定見返勘定（資産）の増減額（△は増加） 

信用取引資産の増減額（△は増加） 

信用取引負債の増減額（△は減少） 

立替金の増減額（△は増加） 

預り金の増減額（△は減少） 

差入保証金の増減額（△は増加） 

受入保証金の増減額（△は減少） 

その他の資産の増減額（△は増加） 

その他の負債の増減額（△は減少） 

小計 

利息及び配当金の受取額 

利息の支払額 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

        △34,647 

26,022 

 1,900 

 △ 19,342 

△ 789 

5,712 

 0 

△ 6,918 

           △170,000 

29,738 

40,613 

△26,710 

23,431 

△23,431 

         3,796 

        557,979 

38,199 

△20,888 

            △16,597 

17,424 

 425,493 

   4,451 

△ 5,712 

△ 2,472 

       421,760 

 

         203,920 

22,057 

 8,474 

 7,026 

△ 6,239 

2,371 

19 

△25,291 

           △250,000 

△27,490 

△ 251 

△41,672 

△ 7,861 

 7,861 

         △762 

         △51,741 

△45,088 

9,363 

            △53,944 

78,144 

△ 171,103 

   6,239 

△ 2,371 

   232 

     △167,002 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 

無形固定資産の取得による支出 

差入保証金の取得による支出 

投資有価証券の払戻しによる収入 

関係会社出資金の取得による支出 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

△ 3,838 

△ 3,440 

                △16 

 8,504 

  ― 

           1,209 

 

△ 275 

    ― 

                  ― 

   122 

△ 264 

 △417 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  自己株式の取得による支出 

リース債務の返済による支出 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 

      ― 

△12,721 

            △12,721 

 

△ 150,000 

△ 9,497 

          △ 159,497 

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 

   6,901 

 417,150 

  993,395 

1,410,546 

25,202 

△ 301,715 

1,410,546 

1,108,031 
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当社及び連結子会社の連結キャッシュ・フロー計算書は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方

法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に準拠して作成しております。 

 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金及び当座預金、普通預金等の随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から 3 か月以内に償還期限の到

来する短期資金（トレーディング商品を除く）からなっております。 

  

【表示方法の変更】 

 前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減

額」に含めていた「為替差益」及び「約定見返勘定（資産）の増減額」は、金額的重要性が増

したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映さ

せるため、前連結会計年度について組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額」に表示していた△50,225千円は、「為替差益」

△6,918 千円、「約定見返勘定（資産）の増減額」△26,710 千円、「その他の資産の増減額」 

△16,597千円として組替えております。 

  

【その他の注記】 

 

 

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係            

                （単位：千円） 

 前 連 結 会 計 年 度            

（自 令和 2年4月1日  

至 令和3年3月31日）               

当 連 結 会 計 年 度 

（自 令和3年4月1日  

至 令和4年3月31日） 

現金・預金勘定       1,460,546       1,158,031 

預入期間が 3 か月を

超える定期預金等 

△50,000 △50,000 

現金及び現金同等物       1,410,546       1,108,031 
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貸 借 対 照 表 

（令和4年 3月 31日現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流 動 資 産 90,062 流 動 負 債 358,317 

 現 金 ・ 預 金 34,085  預 り 金 1,520 

 立 替 金 49  未 払 金 197,088 

 前 払 費 用 162  未 払 消 費 税 等 2,293 

 未 収 入 金 55,766  未 払 費 用 2,528 

    未 払 法 人 税 等 34,888 

    短 期 借 入 金 120,000 

      

    

固 定 資 産 1,670,799 固 定 負 債 3,825 

 投 資 そ の 他 の 資 産 1,670,799  退 職 給 付 引 当 金 3,728 

  関 係 会 社 株 式 1,668,271  長 期 未 払 金 96 

  関 係 会 社 出 資 金 2,467    

  長 期 差 入 保 証 金 60 負債合計 362,143 

    純資産の部 

    株 主 資 本 1,398,719 

     資 本 金 1,000,000 

     資 本 剰 余 金 532,121 

      資 本 準 備 金 250,000 

      そ の他 資本 剰余 金 282,121 

     利 益 剰 余 金 △133,402 

      利 益 準 備 金 － 

      そ の他 利益 剰余 金 △133,402 

      繰越利益剰余金 △133,402 

   評 価 ・ 換 算 差 額 等 － 

    その他有価証券評価差額金 － 

   純資産合計 1,398,719 

資産合計 1,760,862 負債・純資産合計 1,760,862 
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損 益 計 算 書 

 

（単位：千円） 

科 目 金 額 

 営 業 収 益   142,579 

  経 営 指 導 料  142,560  

  関 係 会 社 受 取 配 当 金  －  

  受 入 手 数 料  19  

 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費   164,569 

  取 引 関 係 費  4,188  

  人 件 費  135,942  

  不 動 産 関 係 費  13,346  

  事 務 費  528  

  減 価 償 却 費  189  

  租 税 公 課  9,427  

  そ の 他  946  

営 業 損 失  21,990 

 営 業 外 収 益   14 

  雑 益  14  

 営 業 外 費 用   2,104 

  支 払 利 息  2,104  

経 常 損 失  24,079 

 特 別 利 益   － 

 特 別 損 失   7,036 

  関 係 会 社 株 式 評 価 損  7,036  

税引前当期純損失  31,116 

法人税、住民税及び事業税  △3,702 

当 期 純 損 失  27,413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 令和  3年  4月 1日 

至 令和  4年  3月31日 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

         （単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
資本 

準備金 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金合計 

利益 

準備金 

その他 

利益剰余

金 

利益 

剰余金合

計 繰越利益 

剰余金 

当期首 

残高 
1,000,000 

 

250,000 

 

 

432,121 

 

 

682,121 

 

―  

 

△105,989 

 

 

△105,989 

 

― 

 

1,576,132 

 

自己株式

の取得 
― ― ― ― ― ― ― △150,000 △150,000 

自己株式

の消却 
― ― △150,000 △150,000 ― ― ― 150,000 ― 

当期 

純利益 
― ― ― ― ― △27,413 △27,413 ― 

 

△27,413 

 

株主資本

以外の項

目の当期

変動額(純

額) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 

当期 

変動額計 
― ― △150,000 △150,000 ― △27,413 △27,413 ― 

 

△177,413 

 

当期末 

残高 
1,000,000 

 

250,000 

 

 

282,121 

 

 

532,121 

 

―  

 

△133,402 

 

 

△133,402 

 

― 

 

1,398,719 

 

 

個 別 注 記 表 

 評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額 

等合計 

当期首残高 ― ― 1,576,132 

自己株式の取得 ― ― △150,000 

自己株式の消却 ― ― ― 

当期純利益 ― ― △27,413 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― ― ― 

当期変動額計 ― ― △177,413 

当期末残高 ― ― 1,398,719 

自 令和  3年  4月 1日 

至 令和  4年  3月31日 
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当社の計算書類は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき、作成しており

ます。 

 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】 

1. 有価証券等の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

    

2. 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

   

3. 引当金の計上基準 

 (1) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の自己都合要支給額

に基づき計上しております。 

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。 

   

4. 収益および費用の計上基準 

 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益は、当社子会社等からの経営管理

手数料であり、当社子会社等に対し指導・助言等を行うことを履行義務として識別しており

ます。当該履行義務は、時の経過につれて充足されるため、一定の期間にわたる履行義務を充

足した時点で収益を認識しております。 

   

5. 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

  

6. 連結納税制度の適用 

当社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。 

  

7. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

 当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。

ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和 2 年法律第 8 号）において創設されたグ

ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の

適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020 年 3月 31日）第 3項の取扱いにより、「税

効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年 2 月 16 日）第

44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定

に基づいております。 

 なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方

法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用す

る場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日）を適

用する予定であります。 
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（会計方針の変更） 

 （収益認識に関する会計基準） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年 3月 31日）等を当事業年度の

期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

   なお、財務諸表に与える影響はありません。 

 （時価算定に関する会計基準） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融

商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年 7月 4日）第44-2項に定める経過的

な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることとしております。 

   なお、財務諸表に与える影響はありません。 

 

【貸借対照表に関する注記】 

 

3. 有形固定資産の減価償却累計額               568千円 

 

2． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

関係会社に対する短期金銭債権 55,842 千円 

関係会社に対する短期金銭債務 317,484千円 

 

【損益計算書に関する注記】 

1. 関係会社との取引高 

営 業 取 引 高  

営 業 収 益 142,560千円 

販売費及び一般管理費 12,140 千円 

営業取引以外の取引高  

営 業 外 費 用 2,104 千円 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

2. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

発行済株式     

普通株式 132,894株 ― 30,000 株 102,894株 

自己株式     

普通株式 ― 30,000 株 30,000 株 ― 

    （注）1.普通株式の発行済株式及び自己株式の株式数の減少 30,000 株は、取締役会決議に基づ

く自己株式の消却によるものであります。 

       2.普通株式の自己株式の株式数の増加 30,000 株は、株主総会決議に基づく自己株式の取

得によるものであります。 

 

【税効果会計に関する注記】 

 繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金及び関係会社株式評価損でありますが、全額、評価

性引当額を計上しております。 

 

【収益認識に関する注記】 
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  収益を理解するための基礎となる情報 

  「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益および費用の計上基準」に記載のとおりで

あります。 

 

【関連当事者との取引に関する注記】 

                                           (単位：千円) 

1.子会社及び関連会社等 

属

性 
氏名又は名称 

議決権の所

有（被所

有）の割合 

関連当事

者 

との関係 

取引の内容 取引金額 勘定科目 期末残高 

 
 
 
 

子 

会 

社 

キャピタル・

パートナーズ

証券株式会社 

所有 

直接 

(100%)  

役務の 

提供 

経営指導の 

受取 
109,800 － － 

出向負担金 

の支払 
41,735 

未払金 159,251 

未払費用   129 

子会社に 

よる経費 

の立替 

3,677 未払金 18,610 

資金の借入 60,000 短期借入金 60,000 

利息の支払   456 未払費用   218 

子 

会 

社 

キャピタル  

アセットマネ

ジメント 

株式会社 

所有 

直接 

(100%) 

役務の 

提供 

経営指導の 

受取 
32,760 － － 

資金の借入 120,000 短期借入金 60,000 

利息の支払   1,647 未払費用   218 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（1） 経営指導料については、提供する役務内容に基づき、交渉のうえ価格等を決定しております。 

（2） 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保

は差入れておりません。 
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（3） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

 

【1株当たり情報に関する注記】 

1 株当たり純資産額 13,593 円 78 銭 

1株当たり当期純損失 232円 44銭 

 

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 期 純 損 失 金 額 27,413 千円 

普 通 株 主 に 帰 属 し な い 金 額 ― 千円 

普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 損 失 金 額 27,413 千円 

普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 117,935株 
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 

令和４年 6 月 9 日 

キャピタルフィナンシャルホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

監査法人 五 大 

東京都中央区 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 宮村和哉 ㊞ 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、キャピタルフィナンシャルホールディングス株式会社の令和３年 4

月 1 日から令和４年 3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資

本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタ

ルフィナンシャルホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に

関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及び附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また

監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の執行を監視することにある。 

当監査法人の連結計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。 

連結計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

連結計算書類に対する経営者並びに監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき違結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
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いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響

を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。 

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

る注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、

又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負

う。 

 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 

令和 4 年 6 月 9 日 

キャピタルフィナンシャルホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

監査法人 五 大 

東京都中央区 

指定社員 

業務執行社員 公認会計士 宮村和哉   ㊞ 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、キャピタルフィナンシャルホールディングス株式会社の令和

3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの第４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関

する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及び附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また

監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相

違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要

と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場

合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
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かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与

えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、

実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。 

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す

る注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと

ともに、関連すると記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正

に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監

査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


